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１ 開 会 １４時００分 

教育長から、「議題第２９号」については、後日公開されること、

「議題第３０号」についは、個人情報が含まれるものであることから、

非公開での審議が適当である旨の提案がなされ、出席者全員で異議な

く決定した。 
 
２ 前回の会議録の承認 

教育長から、令和７年度１２月定例教育委員会の公開部分の会議録

の承認について諮られ、出席者全員で異議なく承認した。 
 
３ 議 事 
 
 ◎ その他① 中学校の部活動改革について 
 

スポーツ振興課長 

（資料に沿って説明）  

    説明は以上です。 
 
  教育長 

   この件に関して、御意見、御質問等ありませんか。 

 

  栁委員 

   宮崎県の取組について、エリアコーディネーターの配置及び広域

連携等の支援があります。そのエリアコーディネーターは、どのエ

リアまでを担当するのでしょうか。また、エリアコーディネーター

は県によって配置されているのでしょうか。 

 

  スポーツ振興課長 

   まず、エリアコーディネーターについては、県で配置しており、

各市町村の協議会等に県職員と共に参加していただき、国や県の方

向性を示していただいております。そのエリアコーディネーター１

名に加え、アドバイザーとして１名を配置しております。また、エ

リアコーディネーターが担当するエリアについては、現在は１名で

県内を担当しておりますが、今後の３年間を見据えて、教育事務所

管内のブロックごとで地域に合ったアドバイス等ができるように、

エリアコーディネーターを増員していくことも想定しております。 

 

  栁委員 

   コーディネーターの役割が、県全体においても非常に重要になっ

てくると思います。また、ロードマップが示されたことで、それぞ

れの役割分担が明確になっておりますので、市町村においても今後
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の取組を考えるにあたって計画しやすくなっていると思います。市

町村にこの計画を説明される際には、丁寧な対応をお願いしたいと

考えます。 

 

  木村委員 

   指導者の確保について、外部指導者に対する地区の体制は、保護

者にとって非常に心配なことの一つです。外部指導者がたくさん学

校に関わってくださることは良いことだと思いますが、問題が生じ

る場合もあるかと思います。外部指導者には、部活動が学校の教育

活動の一環であることをしっかり理解していただき、さらにコンプ

ライアンスの研修や指導の充実に向けて取り組んでいただきたい

と考えます。また、免許状等を所持されている方が任用される場合

には、県が履歴の検索等で確認できるような対応があると良いかと

思います。課長からの説明があったように、前半３年間が休日での

取組ですので、今後平日での地域展開に向けてどのようにつながっ

ていくのかを見守っていきたいと思います。 

 

  スポーツ振興課長 

   外部指導者については、本県でも課題もあると認識しておりま

す。その上で、外部指導者の方に力を借りるからには、県としての

スタンスをしっかり示していきたいと考えております。現在、外部

指導者の方々については、年に１回講習会を受けていただき、教育

活動やコンプライアンスに関わることを理解していただいており

ますので、今後も外部指導者への研修を充実させていく必要がある

と考えます。また、社会体育については、スポーツ協会で行ってい

る資格取得等においてコンプライアンスの内容もありますので、ク

ラブ化になることも想定しスポーツ協会等との連携をしっかり取

っていく必要があります。さらに、市町村から認められた認定クラ

ブについては、その要件にコンプライアンスの内容が設定されてお

ります。今後も、子供たちが安心して活動できるような環境を整え

ていきたいと思います。 

 

  松山郁子委員 

   地域ごとで活動が異なっている中で、最終目標がどこにあるのか

が少し分かりにくかったところです。県全体で公平に行われること

が大切ですので、地域間で人材等に格差がないように、県内で統一

された目標や運用を中心に検討していただきたいと思っておりま

す。その上で、令和１３年度において、どのような部活動のイメー

ジを想定しているのでしょうか。また、全国的に改革していると思
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いますが、宮崎が独自で考えている目標や運用があれば教えてくだ

さい。 

 

  スポーツ振興課長 

   最終目標となるイメージは、地域展開の実現であり、どの学校で

も地域で子供たちが活動しているものが理想でございます。一方

で、地域の実情がありますので、例えば、県としては、休日だけは

地域展開で取り組んでもらうことや、できるだけ多くの種目で地域

展開に取り組んでもらうことなどが目標となります。また、地域で

の差については、成功している例などを示したり、それぞれの課題

への対応策を提案したりしながら、地域に合ったより良い方向に導

いていくようにしていきたいと考えております。 

 

  教育長 

   部活改革は、児童生徒数が減少し学校が小規模化する中で、部活

動の機会を全ての児童生徒に担保することと、教員の働き方改革と

いう両面があってスタートしております。一方で、保護者の負担が

増えるという側面がありますので、例えば宮崎県の保護者の意見や

保護者負担に対する取組などがあれば紹介してください。 

 

  スポーツ振興課長 

   保護者の方々の負担に対する具体的な解決策は現時点でありま

せんが、保護者の意見等に関しては、例えば各市町村の協議会にお

いて PTAの代表等が発言する場があり、多くの声をいただいており

ます。そのような場でいただいた課題への対応については、今後検

討していきたいと思います。また、この改革については、これまで

の部活動と違って受益者負担という認識をもっていただく必要が

あると思いますので、県としてもそのような状況におけるサポート

の在り方について検討していきたいと考えております。 

 

◎ その他② SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受け

た各教育委員会に対する緊急の対応要請について 

 

人権同和教育・生徒指導課長 

（資料に沿って説明）  

    説明は以上です。 

 

  教育長 

   この件に関して、御意見、御質問等ありませんか。 
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  木村委員 

最近ニュース等で目にすることでもありますので、このような

早急な対応があるということは良いことだと思います。このこと

について、３学期中に取り組むということですが、保護者に対す

る調査に関する周知はあるのでしょうか。 
 

  人権同和教育・生徒指導課長 

   保護者の方々にも理解を得て行う必要があります。国からの通知

を受けてとありますが、本県としても保護者の方々の理解につきま

しては、教育委員会や学校と共有しながら取り組んで参ります。 
 

  教育長 

   昨日の会議においても、保護者の方々にも今回の内容について十

分に理解を得た上で行うようにと文科省から説明がありましたの

で、その内容がしっかり伝わるようにしていきたいと思います。 
 

  松山郁子委員 

   要請の中で、警察等との連携という文言が出ておりますが、警察

等との連携は、このような事案が発生した場合は非常に重要ではな

いかと考えます。いじめは調査しなければ分からないところだと思

いますが、客観的に暴力行為が行われているということは動画や映

像から明らかなことです。その事実が認められた場合は、いじめな

どの学校内調査は改めて行われることは当然ですが、警察等との連

携を躊躇無く毅然としていく方が、教員や関係者等の負担も考える

と、速やかに進んでいくものと考えます。 
   

  人権同和教育・生徒指導課長 

   このような案件については、国も関係省庁と会議を開くというこ

とですので、更なる連携が必要になってくると思います。また、今

回のような案件が起きた場合、調査をしていきますが、その調査の

中で関係機関と共に取り組んでいくことは重要だと考えておりま

す。一方で、懸念することとして、ネット上にあるものが事実なの

かどうかの確認を取る必要がありますので、対応については慎重且

つ正確に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 

  木村委員 

   動画等で見ると、これらの案件は高校生や中学生のように思いま

すが、小学校でもあると考えられます。その際、小学生でもこのよ

うな事実があった場合、出席停止等の措置はあるものなのでしょう

か。 
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  人権同和教育・生徒指導課長 

   毅然とした対応の一つの例として資料には記載しておりますが、

法律等で記載されておりますので、対応することは可能です。ただ

し、躊躇する場面も見られたことから、目的等を鑑みてしっかり対

応することが必要だと考えます。 

 

  教育長 

   ３学期中の調査になり、国の通知が来週早々に届くものかと思い

ますので、それを待ってからの対応かと思います。卒業式は高等学

校で３月の早い時期であり、受験生もいる状況です。したがって、

生徒に負担のかからないように十分配慮しつつスピード感をもっ

て対応していきたいと考えておりますので、市町村教育委員会とも

連携しながら円滑に調査等を行っていきたいと考えております。 

 

  人権同和教育・生徒指導課長 

   市町村の小中学校については、毎月アンケートを実施しており、

県立においても、これまで学期１回実施程度であったものを、昨年

の終わりに毎月実施するよう求めているところです。このようなア

ンケートを、しっかりと取り組む、見逃しのないように見取ってい

くという意味において、今回の調査についてもしっかり取り組んで

いただきたいと思いますので、学校や市町村教育委員会と連携して

調査していきたいと考えております。 

 

  教育長 

   本県はいじめの認知度は高い現状でありますので、その延長でこ

の調査にも取り組んでいきたいと考えております。 

 

  松山郁子委員 

   アンケート調査を改めて確認するようにという記載はあります

が、その確認の後にまとめや報告はあるのでしょうか。 

 

  人権同和教育・生徒指導課長 

   今回の通知の中で、文科省からの求めはあるかと予想しておりま

すが、現状は把握しておりません。本県としては、今回の調査にし

っかり取り組んでほしいと考えております。最終的には、今回の調

査が、どのような内容であったかの提出を求めることになるのでは

ないかと考えているところです。 
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  教育長 

   よろしいですか。 

   それでは、この件については、これで終わります。 

 

◎ 次回会議の日程等について 

 

教育長 

それでは、次回定例会は、２月１２日、木曜日、１４時からとな

っておりますのでよろしくお願いします。 

      

      これより後、会議冒頭の決議により非公開とします。 

      傍聴者の方は、御退席をお願いします。 

      

（１４：３５終了） 


